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自立支援医療（育成医療）のご案内 
●育成医療とは（制度の概要） 

 育成医療とは、身体に障害があるお子さんまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のあるお子さん
が、その障害が確実に除去・軽減されると見込まれる手術などの治療を受ける場合に医療費の一部が助成される制度です。 
 

●対象者（次の全てに該当する方） 

（1）18歳未満のお子さんで、保護者の住所が横浜市内にある方 
（2）育成医療の指定自立支援医療機関（以下、「指定医療機関」と言います）で治療を受ける方（指定医療機関の所在地

は全国どこでも可） 
（3）対象となる身体障害がある（下の表を参照）、または治療しないと将来同程度の障害を残す可能性があると認められ、

手術などの治療により、障害が除去または軽減される確実な効果が見込まれる方 
（4）お子さんと同一保険の被保険者の所得が規定の制限を超えない方（経過措置による特例があります。詳しくは次の

ページの「●所得制限と自己負担について」をご参照ください。） 
 

●対象の障害区分 

１ 視覚障害 ６ 腎臓機能障害 
２ 聴覚、平衡機能障害  ７ 小腸機能障害 

３ 音声、言語、そしゃく機能障害 ８ 肝臓機能障害 

４ 肢体不自由 ９ その他の内蔵機能障害 

５ 心臓機能障害 10 ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫機能障害 

 
●障害区分による対象要件（  ○印：対象  △印：一部のみ対象  ×印：対象外 ） 

障害区分 

要  件 

備  考 
先天性 後天性 手術 

手術外の
治療のみ 

視覚障害 ○ ○ ○ △ △：未熟児網膜症の光凝固治療は対象 
聴覚、平衡機能障害 ○ ○ ○ ×   

音声、言語、そしゃく 
機能障害 

○ ○ ○ △ △：口蓋裂に起因する歯科矯正は対象 

肢体不自由 ○ ○ ○ △ 
△：治療用装具による矯正は対象  
△：理学療法は対象 

心臓機能障害 ○ ○ ○ △ 
確定診断後の手術のためのカテーテル検査は対象 
△：心移植術後の抗免疫療法は対象 

腎臓機能障害 ○ ○ ○ △ △：腎透析、腎移植後の抗免疫療法は対象 
肝臓機能障害 ○ ○ ○ △ △：肝臓移植術後の抗免疫療法は対象 

小腸、その他の内臓障害 ○ （注１） ○ △ △：小腸機能障害の中心静脈栄養法は対象 
ヒト免疫不全ウイルスに 
よる免疫機能障害 

○ ○ ○ ○   

※（注１） 後天性の場合は、呼吸器、膀胱、直腸、小腸機能障害のみ対象 
 

●申請に必要な書類（★次ページに続きます） 

様式は、横浜市公式ホームページからダウンロードできます。区役所こども家庭支援課窓口でもお渡ししています。 
 

① 自立支援医療（育成医療）支給 
認定申請書（様式第１号－１） お子さん本人及びお子さんと同じ健康保険に加入している方全員を記入 

② 次の(1)～(4)の内いずれか１つ  
(1) 従前の健康保険証 
(2) 健康保険発行の「資格確認書」 
（※「資格情報のお知らせ」は不可） 

(3) マイナ保険証の資格情報を紙
に印刷したもの、または窓口で
資格情報画面をスマホ等で提
示（マイナポータル利用） 

(4) 生活保護の場合は保護証明書 

◇国民健康保険、国民健康保険組合 
加入の方           → 

原則、お子さん本人を含む加入者
全員分 

◇勤務先の健康保険、共済組合、全国健
康保険協会（協会けんぽ）、船員保険、
日雇保険 加入の方      → 

お子さん本人と被保険者分 
（被保険者の氏名も確認できる 
ものであれば本人のもののみ 
でも可） 

◇生活保護受給世帯の方     → 保護証明書（原本） 

③ 自立支援（育成医療）意見書 
 （様式第 5号） 

治療を受ける指定医療機関にて育成医療の「主たる医師」が作成した意見書  
※「主たる医師」の記名がない意見書は無効です。「主たる医師」とは、指定
医療機関所在地の自治体の指定自立支援医療機関名簿に登載されている医師
で、所在地の自治体のホームページなどで確認できます。 
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④ マイナンバー（個人番号）が 
確認できるもの 

（右のうち、いずれか１つ） 

お子さん本人と同じ健康保険に加入しているご家族全員分をご用意ください。 
・マイナンバーカード 
・マイナンバー通知カード 
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 

⑤ 窓口に来る方の本人確認書類 公的機関発行の本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真
入り証明書類であれば１種類、顔写真のない証明書類であれば２種類） 

⑥ 被保険者が海外在住のため、日
本で課税されていない（されてい
なかった）場合のみ、右の書類 

所得を判定すべき課税年度の基準日（例：令和７年度の課税基準日は令和７年
１月１日）に海外在勤であったことを勤務先の企業が証明する書類（※自営業
や無職の方は、基準日に海外在住であったことを確認できる書類 ※例：本籍
地の自治体が発行する「戸籍の附票」など） 

⑦（右の治療を受ける場合のみ→） 
「特定疾病療養受療証」の写し 

人工透析が必要な慢性腎不全または血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ
感染症で治療を受ける方は、加入の健康保険に申請して交付を受けてください。 

 
●所得制限と自己負担について 

育成医療での自己負担は原則、総医療費の１割ですが、お子さんと同じ健康保険加入の「世帯」の所得（注２）に応じ

て下の表のとおり１か月の自己負担額に上限が設定されており、この上限額を超えた分は負担する必要がありません。 
 

※ 入院時食事療養費（食事代）は育成医療の助成対象外です。(生活保護受給世帯では食事代も対象となります。) 

※ 保険適用外の治療や薬、文書料、差額ベッド代などの費用は給付対象外です。治療用装具費は後で払い戻しを受けられます。 
 

所得区分 月額自己負担上限額 

 

一定所得以下 

生活保護受給世帯 ０円 

市民税非課税世帯（保護者収入が 80万 9千円以下） ２,５００円 

市民税非課税世帯（保護者収入が 80万 9千円を超える） ５,０００円 

中間所得層 
市民税所得割（注３）が３万３千円未満の世帯 ★( ５,０００円 ) 

【重度かつ継続】（注４） 

５，０００円 
市民税所得割（注３）が 

３万３千円以上 23万５千円未満の世帯 
★( １０,０００円 ) 

【重度かつ継続】（注４） 

１０,０００円 

一定所得以上 市民税所得割（注３）が 23万５千円以上の世帯 制度対象外 
【重度かつ継続】（注４） 

★（２０,０００円） 
 
（注２）お子さんと同じ健康保険に加入している「世帯」の所得算定について 
※ 国民健康保険、国保組合→ 18歳以上の被保険者全員の市民税所得割額（非課税の場合は保護者収入）を合算して算定します。 
※ 健康保険、健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会（協会けんぽ）、船員保険、日雇保険→ 被保険者の市民税所得割額 
（市民税所得割が非課税の場合は保護者収入）で算定します。  

（注３）この算定に用いる市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除前、寄附金控除前の金額です。 
また、同じ健康保険の中で扶養している 18歳以下のお子さんがいる場合は、年齢と人数に応じて算定の際に控除されます。  

（注４）【重度かつ継続】とは、次の１または２のいずれかに該当するケースです。 
     １：腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に

よる免疫機能障害 
     ２：直近の 12か月以内に３回以上、お子さんの健康保険から高額療養費（医療費が高額となり限度額を超えた分）の支給

を受けている場合（申請時に高額療養費支給決定通知書等の証明書類の提出が必要です。）  
★印：★( )付きとなっている上限額は、国が期間を定めて実施している負担軽減措置（経過的特例）であり、特例期間が終了した

場合は「一定所得以上」が育成医療の制度対象外、【重度かつ継続】に該当しない「中間所得層」は１割負担となります。 
 

●医療受給者証と自己負担上限額管理票について 
 
育成医療が認定されると、「育成医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を区役所から原則ご自宅に郵送します。 
育成医療を受けるときは、保険証と一緒に「育成医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を指定医療機関の窓口に
毎回必ず提示してください。（実質的な負担が０円の場合でも必要です。）提示がないと育成医療は適用されません。 
※生活保護世帯の方は自己負担がないため、自己負担上限額管理票はありません。 
※「自己負担上限額管理票｣は、利用する指定医療機関（病院・診療所、薬局、訪問看護）での支払い額の合計が１か
月の自己負担上限額を超えないよう管理するためのもので、育成医療を利用のつど医療機関が毎回確認・記入します。 

 
●こんなときはお届けが必要です  

◆治療内容が変わるとき、指定医療機関を変えるとき 

治療の具体的方針や治療予定期間を変更する必要がある場合には、事前に申請する必要があります。変更について、
指定医療機関で育成医療の「主たる医師」が作成した意見書が必要です。（治療内容等によっては、変更が認められな
い場合もあります。）「主たる医師」とは、育成医療の指定医療機関名簿に登載されている医師のことです。 
◆住所や氏名が変わったとき 

児童や保護者の住所など、受給者証に記載されている事項に変更があった場合には、すみやかに届け出てください。
なお、保護者が市外に転出された場合は、受給者証は無効となり、転出先の自治体で新たに育成医療の申請が必要です。
転出先の自治体にお問い合わせください。 
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◆加入している健康保険の内容や生活保護の受給に変更があったとき 

お子さんの健康保険や、健康保険の扶養関係に変更があった場合（例：父の健康保険から母の健康保険に変更など）
には、受給者証も変わる場合がありますので、すみやかに届け出てください。月額自己負担上限額が変わることもあり
ます。（新しい月額自己負担上限額は、変更が決定した日の属する月の翌月１日から適用されます。）また、生活保護を
受けることになったときや生活保護が廃止になったときも、すみやかに届け出てください。   
◆受給者証を紛失したときや、破れや汚れがひどいとき  

  受給者証をなくしたときや、破れや汚れがひどくて読めなくなったときは、届け出により再交付が受けられます。 
 
●申請書・変更届の提出先 

お住まいの区の区役所こども家庭支援課へご提出ください。 
 
●他の医療費助成との併用について 
 横浜市の「小児医療証」「ひとり親福祉医療証」「重度障害者医療証」（以下「医療証」と言います）をお持ちの場合、 
神奈川県内の多くの指定医療機関で、横浜市の医療証を育成医療受給者証と併用することができます。併用した結果、  

支払い額が実質０円になる場合でも、育成医療の受給者証と自己負担上限額管理票は必ず医療機関へご提示ください。 

※育成医療は県外の指定医療機関でも受けられますが、横浜市の「医療証」は県外ではお使いになれません。 
県外の指定医療機関で自己負担した分の払い戻し方法は、お住まいの区の区役所保険年金課へお問い合わせください。 

※育成医療が認定されるケースでは、お持ちの医療証を単独ではお使いになれません。必ず育成医療受給者証と一緒に

提示してください。 
    
●育成医療が認定されないケース（認定されなかった場合は、ご自宅へ不認定通知書が郵送されます。） 
 所得が一定の額を超えている場合や、障害の確実な改善が見込まれないとき、治療目的が対象障害の改善ではない場合
（例：眼鏡・マスク装用のための耳介形成や整容等）、内科的治療のみのとき（一部認められているものを除く）、障害
の程度（放置した場合に予測される障害も含む）が身体障害者福祉法第 4条別表（下記）と同程度と認められないとき等
は、不認定となることがあります。治療開始予定日や手術予定日が未定の場合や、検査入院・経過観察のみの場合も認定
されません。視覚障害や聴覚障害における形成手術の場合は、判定にあたり、具体的な視力・聴力等について別途、医師
の証明を求める場合があります。 
 

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 4条 別表  
 

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの  
  1 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について 

測ったものをいう。以下同じ。）がそれぞれ0.1以下のもの 
2 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの  

  3 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの  
  4 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの  
 

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの  
  1 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの  
  2 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルか50デシベル以上のもの  
  3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの  
  4 平衡機能の著しい障害  
 

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害  
  1 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失  
  2 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの  
 

四 次に掲げる肢体不自由  
  1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの  
  2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間

関節以上で欠くもの  
  3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの  
  4 両下肢のすべての指を欠くもの  
  5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続す

るもの  
  6 １から５までに掲げるもののほか、その程度が１から５までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 
 

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受け
る程度であると認められるもの  

 
（参考）身体障害者福祉法施行令 (政令で定める障害) 
第三十六条 法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。 
一 ぼうこう又は直腸の機能 
二 小腸の機能 
三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能 
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●申請窓口及び手続きに関するお問い合わせ先 
 
お住まいの区の 区役所こども家庭支援課（市外局番は ０４５） 

区 名 電話番号 ＦＡＸ番号 

 

区 名 電話番号 ＦＡＸ番号 

青葉区 ９７８－２４５９ ９７８－２４２２ 瀬谷区 ３６７－５７６０ ３６７－２９４３ 

旭区 ９５４－６１５１ ９５１－４６８３ 都筑区 ９４８－２３２０ ９４８－２３０９ 

泉区 ８００－２４４４ ８００－２５２４ 鶴見区 ５１０－１７９７ ５１０－１８８７ 

磯子区 ７５０－２４１５ ７５０－２５４０ 戸塚区 ８６６－８４６６ ８６６－８４７３ 

神奈川区 ４１１－７１１２ ３２１－８８２０ 中区 ２２４－８１９８ ２２４－８１５９ 

金沢区 ７８８－７７８５ ７８８－７７９４ 西区 ３２０－８４６８ ３２２－９８７５ 

港南区 ８４７－８４１０ ８４２－０８１３ 保土ケ谷区 ３３４－６２９７ ３３３－６３０９ 

港北区 ５４０－２３４０ ５４０－３０２６ 緑区 ９３０－２３３２ ９３０－２４３５ 

栄区 ８９４－８４１０ ８９４－８４０６ 南区 ３４１－１１４８ ３４１－１１４５ 

受付時間：月～金曜日（祝日及び 12月 29日～１月３日を除く）午前８時 45分から午後５時まで 

●手続き以外についてのお問い合わせ先 ：横浜市健康福祉局 医療援助課 

電 話：０４５－６７１－４１１５        
ＦＡＸ：０４５－６６４－０４０３ 

メール： kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp 

 

 
【申請にあたってのご注意】 

 
◆原則として事前申請です。治療を開始する前に申請して下さい。受給者証が届くまで通常１か月程度かかります。
（提出された書類に不備がある場合や、医師による意見書の補記等が必要な場合は、通常より日数がかかる場合が
あります。）正当な理由なく申請が事後になると、認定されない場合があります。（内臓機能障害で出生直後に緊
急手術を要した場合などの、やむを得ない理由による場合は事後でも申請できます。） 

  
◆重複しない複数の育成医療を受ける場合は、それぞれに申請が必要です。受給者証もそれぞれ別に交付されます。
（例：口蓋裂の治療で口腔外科手術と歯科矯正を別の医療機関で受ける場合） 

 
◆育成医療を受ける指定医療機関は、１つの申請において原則各医療機関１か所（病院１、薬局１、訪問看護１）と

なります。受給者証に印字されている医療機関でのみ、育成医療が受けられます。 
※薬局（院外薬局）や訪問看護は、医師が必要と認めて意見書に記載している場合に限り申請できます。 
 

◆育成医療の給付期間は原則３か月以内ですが、障害の種類や治療内容によって最長１年まで認定されるものもあり
ます（例：人工透析療法や抗ＨＩＶ療法、臓器移植後の抗免疫療法など） 
また、医師の意見書に書かれた治療予定期間より短くなる場合もあります。 
 

◆受給者証を提示せずに医療機関での精算を終えた医療費は、後で育成医療としての払い戻しは受けられません。 
有効期間内の治療でも、医療機関で通常の保険診療として支払いが済んでいるものは助成対象外となります。 
ただし、治療用装具費は後日、手続きをすることで払い戻しが受けられます。（↓次の項を参照） 

 
◆治療用装具を作成して装着したとき 

  育成医療の治療方針に基づき、医師が必要と認めた治療用装具（例：側弯症のコルセットなど）を受給者証の有効
期間中に装着した場合、装具の作成費は、後で払い戻しが受けられます。払い戻し手続きについては、横浜市のホームペ
ージまたはお住まいの区の区役所こども家庭支援課でご案内します。（この払い戻しは育成医療の申請と同時には
できません。先に育成医療の認定を受けている必要があります。）  
 

◆受理した申請書類は原則お返ししません。控えが必要な方は、提出前にご自身でコピー等をとってください。 
（市外へ転出する予定がある場合、転出先での育成医療申請手続きに意見書のコピーが必要な場合があります。）  


